
都市計画提案の公表 

 

１．計画提案について 

提 案 日：令和７年８月４日 

提 案 者：福島駅東口市街地再開発組合 

都市計画決定日：令和７年１２月１９日 

 

計画提案の概要 

受付日 令和７年８月４日 

提案者 福島駅東口市街地再開発組合 理事長 加藤 眞司 

土地所有者の同意 １２名のうち１２名同意 

位 置 栄町及び早稲町の各一部の区域 

面 積 約２．０ha 

計画提案の理由  本地区は、令和２年３月２３日に第一種市街地再開発事

業及び高度利用地区の都市計画が決定されたが、物価高

騰やコロナ禍等の影響を受け、計画の見直しが必要とな

り、「東口再開発見直しに関する提言」が提示された。この

提言において、持続可能な都市づくりを目指し、施設の特

色や魅力を向上させることで県内外から人を呼びこみ、福

島駅周辺の活性化を牽引することがもとめられたため、よ

り魅力ある都市空間の形成、持続可能な都市形成を図る

ことを目的に、変更を新たに提案するものである。 

都市計画の種類 都市計画 高度利用地区 

都市計画 福島駅東口地区第一種市街地再開発事業 

 

２．計画提案に対する判断 

都市計画決定の必要性 有 

判断理由  再開発事業については、まちに開かれまちに融合する福

島ならではの個性的な拠点を実現するため、また、高度利

用地区については、土地の合理的かつ健全な高度利用と

都市機能の更新を図るため、都市計画を変更する必要が

あると判断した。 

 

 

 



３．決定内容 

 ①都市計画 高度利用地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種 類 面積 ゾーン 

建築物の

容積率の

最高限度 

建築物の

容積率の

最低限度 

建築物の

建蔽率の

最高限度 

建築物の建築面

積の最低限度 

壁面の

位置の

制限 

備考 

①－A 約１．２ha A 
７０/10 

以下 

２０/１０ 

以上 

８/１０ 

以下 

200㎡ 

以上 

 

 

 

①－B 約０．８ha B 
６０/１０ 

以下 

①－C 約０．6ha C 
７０/１０ 

以下 

小計 約２．６ha  

② 約３．６ha  
６０/１０ 

以下 

20/10 

以上 

８/１０ 

以下 

200㎡ 

以上 
  

③ 約０．９ha  
６５/１０ 

以下 

２０/10 

以上 

７/１０ 

以下 

２００㎡ 

以上 
  

合計 約７．１ha  

ただし、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、建築基準法第 53条第 3項第 1号又は、第 2号

のいずれかに該当する建築物にあっては 1/10、同項第 1 号、及び第 2 号に該当する建築物は 2/10 を加

えた数値とし、同条第 6項第 1号に該当する建築物にあっては、同条第 1項から第 5項の規定は適用しな

い。 

また、再開発地区計画区域内においては、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度の規定

は適用しない。 

 



 



 



 ②都市計画 福島駅東口地区第一種市街地再開発事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称 福島駅東口地区第一種市街地再開発事業 

面積 約 2.0ha 

公
共
施
設
の
配
置
及
び
規
模 

道路 

種別 名称 幅員 延長 備考 

幹線

街路 
栄町大笹生線 

２２.０ｍ 
約１１０.０ｍ 

都市計画道路 整備済 

（１１.０ｍ） （）内は区域内の幅員 

幹線

街路 
中央幹線 

４０.０ｍ 
約１８０.０ｍ 

都市計画道路 整備済 

（２０.０ｍ） （）内は区域内の幅員 

区画

道路 

一般市道 

栄町６号線 

２０.０ｍ 
約１９０.０ｍ 

整備済 

（１０.０ｍ） （）内は区域内の幅員 

公園及び緑地 
種別 名称 面積 備考 

— — — — 

下水道 公共下水道に接続する。 

その他の 

公共施設 
約 — ㎡ 

建
築
物
の
整
備 

街
区
番
号 

建築物 敷地面積に対する割合 

主要用途 
建築面積 延べ面積 建築面積 延べ面積 

1 約 1０,８００㎡ 
約５８,２00㎡ 

約８/１０ 約４３/１０ 
事務所、商業、公共

施設、住宅、駐車場 （約４7,1００㎡） 

備
考 

高度利用地区の制限内容 

  容積率の最高限度 ゾーン A ７００% 

               ゾーン B ６００% 

  容積率の最低限度        ２００% 

  建蔽率の最高限度         ８０% 

ただし、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、建築基準法第 53 条第 3 項

第 1号又は、第2号のいずれかに該当する建築物にあっては 1/10、同項第 1号、及び

第2号に該当する建築物は2/10を加えた数値とし、同条第6項第 1号に該当する建

築物にあっては、同条第１項から第 5項の規定は適用しない。 

また、再開発地区計画区域内においては、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割

合の最高限度の規定は適用しない。 

  建築面積の最低限度       ２００㎡ 

  壁面の位置の制限         ０．５ｍ（位置は別図による） 

建
築
敷
地
の
整
備 

街区番号 建築敷地面積 整備計画 

１ 約１３,６00㎡ 道路境界線から建築物の壁面の位置を後退させ、快適で安

全な歩行者空間を整備するとともに、駅周辺にふさわしい

魅力ある都市空間を形成する。 

  

計  

住宅建設の目標 
戸数 ------------------- 

約 105戸 約 7,900㎡ 約７５㎡/戸（専有面積） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 129回福島市都市計画審議会要旨 

 

要旨：合流式下水道緊急改善事業の整備完了による施設の廃止等の変更、及び東

口再開発事業の事業計画変更に伴う都市計画の変更について、以下のとお

り審議を行いました。 

 

開催概要 

開催日時：令和７年１１月２５日（火曜日） 14時 00分から 15時 40分まで 

開催場所：キョウワグループ・テルサホール ３階 あぶくま 

出席者 ：委員 1５名 事務局１６名 

傍聴者 ：１名 

  

審議案件 

議案第２８２号 

県北都市計画下水道の変更（案）について 

議案第２８３号 

県北都市計画汚物処理場の決定（案）について 

議案第２８４号 

県北都市計画高度利用地区の変更（案）について 

議案第２８５号 

県北都市計画第一種市街地再開発事業の変更（案）について 

 

審議結果 

議案２８２号については、原案のとおり同意されました。 

 

議案２８３号については、原案のとおり同意されました。 

 

議案２８４号については、原案のとおり同意されました。 

 

議案２８５号については、原案のとおり同意されました。 

 

 

 


